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○
観
光
庁
告
示
第
二
十
三
号

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規

定
す
る
外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

観
光
庁
長
官

田
端

浩

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
外
国
人
観

光
旅
客
利
便
増
進
措
置
に
関
す
る
基
準

一

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
外
国
人
観
光

旅
客
利
便
増
進
措
置
（
以
下
「
外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
べ
き
旅
客
施
設
及
び
車
両

等
は
、
公
共
交
通
事
業
者
等
の
事
業
の
用
に
供
す
る
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
う
ち
外
国
人
観
光
旅
客
の
利
用
上
重

要
な
も
の
と
し
て
、
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
が
選
定
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
を
講
ず
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

外
国
語
等
に
よ
る
情
報
の
提
供

(一)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
観
光
に
関
す
る
情
報
の
閲
覧
を
可
能
と
す
る
た
め
の
措
置

(二)

座
便
式
の
水
洗
便
所
の
設
置

(三)
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
を
可
能
と
す
る
券
売
機
等
の
設
置

(四)

交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
利
用
環
境
の
整
備

(五)

荷
物
置
き
場
の
設
置

(六)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
予
約
環
境
の
整
備

(七)
三

外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

外
国
語
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(一)
１

情
報
提
供
に
係
る
手
段

文
字
、
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
、
図
表
類
又
は
音
声
を
用
い
て
、
情
報
提
供
に
係
る
場
所
及
び
内
容
に
応
じ
た
適
切

な
手
段
で
実
施
す
る
こ
と
。

２

情
報
提
供
に
係
る
言
語

日
本
語
に
加
え
、
英
語
を
基
本
と
す
る
こ
と
。

３

情
報
提
供
に
係
る
場
所
及
び
内
容

①

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
ほ
か
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
外
国
人
観
光
旅
客
が
公
共
交
通
機
関
を

円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

②

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
お
い
て
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
が
必
要
な
情
報
を
連
続
的
に
得
ら
れ
る
よ
う
に

、
利
用
者
の
動
線
及
び
視
線
を
考
慮
し
て
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。



- 3 -

４

事
故
、
災
害
等
の
発
生
に
伴
い
、
著
し
い
運
行
（
運
航
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
遅
延
そ
の
他
の
異
常
な

状
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
情
報
提
供

①

運
行
の
遅
延
、
休
止
等
に
関
す
る
最
新
の
情
報
を
迅
速
に
提
供
す
る
こ
と
。

②

通
常
用
い
て
い
る
情
報
提
供
に
係
る
手
段
が
使
用
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
対
応
可
能
な
手
段

を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
観
光
に
関
す
る
情
報
の
閲
覧
を
可
能
と
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
次
に

(二)
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

１

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
お
い
て
、
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
の
閲

覧
を
可
能
と
す
る
環
境
（
以
下
「
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
こ
と
。

２

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
の
利
用
に
当
た
り
、
初
期
登
録
や
利
用
規
約
へ
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
場
合
は
、
外
国

語
等
を
用
い
て
そ
の
旨
を
案
内
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
観
光
旅
客
が
容
易
に
利
用
で
き
る
方
式
と
す
る
こ
と

。
３

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
が
利
用
で
き
る
場
所
を
、
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
等
を
用
い
た
掲
示
に
よ
り
案
内
す
る
こ
と
。

座
便
式
の
水
洗
便
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(三)
１

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
便
所
に
設
置
す
る
便
器
（
小
便
器
を
除
く
。
）
は
、
原
則
と
し
て
座
便
式
の
も
の

と
す
る
こ
と
。
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２

多
く
の
外
国
人
観
光
旅
客
が
利
用
す
る
便
所
に
お
い
て
は
、
便
所
の
使
用
方
法
を
外
国
語
等
を
用
い
た
掲
示

に
よ
り
案
内
す
る
こ
と
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
を
可
能
と
す
る
券
売
機
等
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

(四)
る
こ
と
。

１

長
距
離
又
は
優
等
の
乗
車
船
券
の
購
入
が
多
い
旅
客
施
設
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払

を
可
能
と
す
る
券
売
機
等
を
設
置
す
る
こ
と
。

２

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
国
語
等
を
用
い
た
掲
示
に
よ
り
案
内
す
る
こ
と

。交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
利
用
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(五)
１

旅
客
施
設
（
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
車
両
（
鉄
道
事
業
又
は
軌
道

事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
自
動
車
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三

号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
交

通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
利
用
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

２

交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
が
利
用
で
き
る
こ
と
及
び
利
用
方
法
を
外
国
語
等
を
用
い
た
掲
示
に
よ
り
案
内
す
る
こ

と
。

荷
物
置
き
場
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(六)
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１

長
距
離
の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
又
は
空
港
へ
の
直
接
の
ア
ク
セ
ス
に
利
用
さ
れ
る
鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両

の
内
部
に
お
い
て
は
、
大
型
荷
物
が
複
数
収
納
で
き
る
荷
物
置
き
場
を
乗
客
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
箇
所
に
設

置
す
る
こ
と
。

２

設
置
箇
所
及
び
利
用
方
法
に
つ
い
て
外
国
語
等
を
用
い
た
掲
示
に
よ
り
案
内
す
る
こ
と
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
予
約
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(七)
１

外
国
人
観
光
旅
客
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
よ
り
座
席
等
指
定
券
及
び
企
画
乗
車
船
券
を
予
約
で
き
る
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
。

２

予
約
に
係
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
は
、
予
約
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
外
国
語
等
を
用
い
て
案
内

す
る
こ
と
。

四

外
国
人
観
光
旅
客
利
便
増
進
措
置
の
実
施
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

資
本
的
支
出
に
よ
る
整
備
が
必
要
な
措
置
に
関
し
て
は
、
当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
償

(一)
却
期
間
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。

資
本
的
支
出
を
必
要
と
し
な
い
措
置
に
関
し
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。

(二)

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
情
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報
提
供
促
進
措
置
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


